
ラブホテル規制条例に基づく手続と流れ 
 

 

【規制区域内】＊①                     【規制区域外】＊② 

 

 事前相談                                            事前相談  

 

 

 ホテル等建築計画届出書提出  

条例第４条第１項［第１号様式］正本・副本 

 

 建築計画概要標識設置  

条例第５条［第４号様式］ 

                       条例第４条第３項 

                              諮問 

ホ
テ
ル
等
建
築
審
議
会 

                               

                               

 

判    定 

意見 

           及び                                  条例第６条第３項 

計 画 変 更 要 請 

条例第６条第２項 

                              諮問            諮問 
 

勧 告  

                              意見                        意見 

                          条例第６条第３項               （ホテル等の建築に係る勧告書） 

                                                 条例第６条第１項［第５号様式］ 

 ラブホテル以外          ラブホテル  

（ラブホテルに該当しない旨の通知書） （ラブホテルに該当する旨の通知書） 

条例第４条第２項［第２号様式］    条例第４条第２項［第３号様式］                                   

                                    条例第１０条 

 

 建築可能           建築不可  

 

 

    法令による許可等の申請手続とは別途、以下の法律及び条例に基づく手続が必要な場合があります。 

 

 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例 （窓口は開発審査課） 

 

     景観法 （窓口は景観みどり課） 

 

     神奈川県福祉の街づくり条例に基づく手続 （窓口は建築指導課） etc. 

 

 

法令による許可等の手続  開 発 行 為 許 可 申 請  都市計画法第２９条許可対象建築物 

 

 建 築 確 認 申 請  

 

 

 工事着手                                            工事着手  

 

 

 立入調査  建築中若しくは建築後 条例第９条第１項 

＊立入調査の時期は、工事中（必要に応じ）、竣工時（必須、完了検査）、定期立入調査（年１回）となります。 

 

 違反  

 

 

 聴聞  条例第８条 

 

 

 工事停止命令 是正命令 （ホテル等措置違反是正命令書）条例第７条［第６号様式］ 

 

 

 罰則  条例第１２条 

 

 

＊① 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種

住居地域及び準住居地域を規制区域とする。 

＊② 規制区域外であっても、規制区域の地域の境界から５０メートル以内の区域及び条例別表第２に掲げる施設の敷地の周囲１００メートル

以内の区域は規制区域とする。 


